
 

大和市条例第１３号 

大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例の一部を改正する条 

例 

大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例（平成２６年大和市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１(1)の表利用者負担額（月額）の欄中「１４，１００」を「１０，１００」に、

「７，０００」を「５，０００」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、施行日以後に行われる子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育、同法第２８条第１項第２

号に規定する特別利用保育、同項第３号に規定する特別利用教育及び同法第３０条第

１項第２号に規定する特別利用地域型保育（以下この項において「特定教育・保育等」

という。）について適用し、施行日前に行われた特定教育・保育等については、なお従

前の例による。 

 


